
 

 

「一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出に係る意見聴取結果」の公

表について 

 

道路運送法第１５条の２に基づき、亀の井バス株式会社から令和４年２月２８

日付けで届出があった一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（路線一部

廃止）届出に係る関係地方公共団体に対する意見聴取を行いました。 

意見聴取結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 



  

一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出に係る意見聴取結果について 

  

ア 届出の件名及び番号 

    一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出   

公示番号：九運公第３号 

事案番号：大３廃１６（亀の井バス株式会社）  

 

イ 意見聴取の日時及び場所 

  令和４年７月２６日（火）１５時００分から  

福岡合同庁舎新館 九州運輸局 １０階 中会議室 

 ※大分県及び別府市ともに書面による陳述 

 

ウ 出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名 

 

【大分県】 

 大分県 企画振興部交通政策課 課長 比護 哲史 

 

【別府市】 

別府市 企画戦略部 政策企画課 課長 行部 さと子 

                

エ 陳述の要旨 

 

【大分県】 

（1） 地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（亀の井バス株式会社）との協議内容 

・ 令和４年１月２１日に県、別府市及び運送事業者と協議を実施した。 

内成線の廃止について、協議当日までに別府市と運送事業者の間で合意にまでは至

らなかったが、廃止の方向で検討が進められ、当日は路線廃止に向けたスケジュー

ル等について改めて確認した。 

その後は、基本的に別府市と運送事業者間で路線廃止後の代替交通の確保等につい

て適宜協議を実施したと認識している。 

 

（2） 自治体や住民等の意見 

・ 当該路線は別府市中心部から、別府市内成地区にかけて運行する路線であり、別府

市中心部以外での利用者はほとんどいない状況である。 

また、当該路線は高低差の激しい内成地区や、朝見～河内間の土砂災害警戒区域か

つ狭隘区間が存在することから、小型バス車両で運行している。 

当該車両は老朽化が著しく今後の運行継続が難しいため、新車両の導入の可否につ

いて別府市と運送事業者で協議を重ねた結果、新車両は導入せず、路線を廃止する

ことで合意されている。 

以上の理由で路線廃止に至っていることから、関係者間の意見を尊重したい。 



  

（3） 路線廃止に対する代替交通の計画 

・ 路線の廃止後は別府市が代替交通を運行することについて関係者間で合意されてお

り、必要な代替交通が確保されている。 

 

（4） 廃止予定日の繰り上げの是非 ･･･ 非 

・ 関係者のこれまでの協議結果及び意向を尊重する。 

 

【別府市】 

(1) 地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（亀の井バス株式会社）との協議内容 

・ 当該路線に係る小型バスの老朽化について令和２年１０月に運送事業者から課題と

して申し出あり。以降、中型バスでの試走やルートの変更、新たな小型バスでの試走

などを行い、存続に向けた協議を続けるが、令和３年１０月にコロナ禍による経営

の難しさもあり、小型バス購入費の市による全額補助でなければ存続が難しいとの

申し出あり。今後、他の路線にも活用可能となる小型バスの購入費全額補助は市と

してできない旨伝えた結果、車両の維持困難と乗務員不足を理由に令和３年１１月

に路線廃止の旨申し出あり。 

令和４年１月から大分県交通政策課、運送事業者、市の３者で協議。運送事業者は、

継続したい意向も持っていたことから、ダウンサイジングした車両による公有民営

形式等による運行継続に向けた協議を続けたが、車両整備等について合意に至らず、

また、乗務員不足もあり路線廃止となった。 

路線廃止までの期間が短く、交通空白地域をつくらないため緊急措置として代替案

を検討。市実施のコミュニティバスの実証運行の予定をつけ、令和４年６月別府市

地域公共交通活性化協議会に諮り、承認を得ている。 

 

(2) 自治体や住民等の意見 

・ 令和４年５月、沿線住民の自治会役員等に対して、当該路線の廃止及び代替交通を

説明。 

関係者からは、 

「人口も少なく、利用者もあまりいないことから仕方ない部分もある。」 

「利用者がすくないのであればタクシー券や乗合タクシーでよいのではないか。」 

「今は利用していないが将来運転できなくなった時が心配。」 

「不便になる。」 

などのご意見をいただいている。 

今回の代替交通は緊急措置としてのものであり、実証運行を行いながら次のフェー

ズに向けた協議を地域住民としていくこととなる。 

 

(3) 路線廃止に対する代替交通の計画 

・ 令和４年９月１日から、市によるコミュニティバスの実証運行を予定。 

 

(4) 廃止予定日の繰り上げの是非 … 非 

・ 代替交通の運行開始が令和４年９月１日からのため。 


